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１ 総説 

（１） 事業の沿革 

本市は、九州最大の筑紫平野のほぼ中央に位置し、東部

には耳納連山がそびえ、北部には筑後川がとうとうと流れて

います。筑後川は、その源を阿蘇外輪山に発する津江川と杖

立川を源流とし、これが玖珠川と日田地点で合流し、有明海

に注ぐ流路延長 143km、流域面積 2,860ｋ㎡、年間流量 40億

㎥にも及ぶ九州第一の大河です。 

 

① 創設 

大正１２年４月水道調査課の設置と共に市議会に水道調査

委員会を設け、堀江勝己氏を顧問として水道調査全般を嘱託

し、水道設置の運びとなりました。 

水源を河川式による筑後川河底の伏流水に求め、基本計

画給水人口 100,000 人、１人平均給水量 110ℓ／日、１人最大

給水量150ℓ／日、即ち１日最大給水量15,000㎥／日として、

布設総事業費 1,797,956 円をもって、昭和２年１月１５日に着

工、同４年１１月１５日竣工、翌５年１月から給水が開始されま

した。 

その後、昭和８年７月失業応急事業として、配水管の拡張

を計画、総工費 194千円をもって、市内未給水地域へ配水管

を布設するとともに、同１１年３月三潴郡城島町城島水道株式

会社ヘの分水工事を施行し、一部分水を開始しました。 

 

② 第一次拡張事業 

戦時中を含み８年余に亘る空白期における施設改良に対

する労働力や資材の不足による放任によって、施設はいちじ

るしく老朽化し、加えて昭和２０年８月終戦直前における戦災

によって、市内配給水管は多大なる被害を受け、揚水・配水

能力共に激減しました。一方戦後の人口増加と各産業の発

展により需要は増加し、既施設の供給能力ではしばしば制限

給水が必要な状態になりました。 

昭和２６年度から同３０年度に至る５か年計画、総事業費  

191,268 千円により、第一次拡張事業を基本計画給水人口

144,000 人、１人平均給水量 180ℓ／日、１人最大給水量 250ℓ

／日、１日最大給水量36,000㎥／日として、昭和２６年６月着

工したのはこういった背景によるものであり、昭和２８年６月

の大洪水による被害の復旧（被害額40,400千円）とともに、拡

張工事を続行、同３２年１０月、計画どおり拡張工事を完成す

ることができました。 

これにより戦後数年間にわたる夏期給水制限は一応解消

しました。 

 

③ 第二次拡張事業 

第一次拡張事業の完成によって給水能力は 2．4倍に増加

しました。しかし、市の発展と生活の向上による需要増や昭

和３４年４月から開始した佐賀県北茂安町ヘの分水によって

需要量は急速に増加しました。そこで需要量の増加に応え、

未給水地域ヘ水道水を供給し住民の福祉増進と市の発展に

寄与するため第二次拡張事業を企画し、昭和３６年４月から５

か年計画をもって着手、これら未給水地域である高良内、山

川、小森野、長門石、上津、藤光町等ヘ75㎜～250㎜の配水

管延長約 85,900m を布設し、導水管の布設替えも行い、総事

業費293,396千円を投じ、同４１年３月竣工しました。この工事

完成により、給水人口 144,000 人、１日最大給水量 40,000㎥

／日にまで拡大することができました。 

 



④ 第三次拡張事業 

昭和３８年頃から、再び夏場における水不足が生じ減圧給

水の事態となり、また、生活様式の向上によって今後大幅に

需要が増加することも容易に予測されたため、将来の都市発

展を考え、昭和５４年度を目標とする第三次拡張事業に昭和

４０年６月着手しました。この事業は昭和４７年度までの８か

年継続事業で、昭和４３年度末にはその前期工事である太郎

原取水場の取水施設及び導水施設、中部配水本管の施設が

完成、放光寺浄水場の浄水施設及び配水施設の一部が完成

し、昭和４４年４月から 26,500㎥の一部通水を開始しました。 

ひきつづき後期工事に移りましたが、昭和４２年２月に三

潴郡筑邦町の久留米市編入に伴う荒木、安武地区簡易水道

の上水道への切替え統合や高良内ニュータウンに対する給

水を図るために第三次拡張事業の計画変更を行い、残施設

である東部地区への配水管布設、草野ポンプ所、発心配水

池、吉木配水池の完成により従来市において運営していた

草野、山本地区簡易水道を上水道に切替え昭和４５年度より

給水を開始しました。 

また高良内ポンプ所、高良内配水池の完成に伴い昭和４６

年度から高良内ニュータウン及び高所地区への給水を開始

するとともに昭和４７年度末までに取水、浄水及び配水施設

並びに宮ノ陣地区配水管布設等の施設を総事業費 1,948,425

千円を投じ完成しました。 

これら一連の施設完成により既設の給水能力 40,000 ㎥と

併せて１日の最大給水能力は 93,000 ㎥となり拡張工事は予

定どおり終了しました。 

 

⑤ 第一次整備事業 

第三次拡張事業の完成に伴い給水能力は大幅な能力アッ

プを図ることができたものの、市内中心部は創設時の老朽配

水管により給水しているため、赤水、出水不良の原因となっ

ている箇所の解消を図る必要がありました。また水質汚濁防

止法の施行に伴い汚水を河川放流できなくなるため、これら

の対策として昭和４８年４月第一次整備事業に着手しました。

これは、赤水、出水不良を解消するための老朽管改良（配水

管クリーニング）、需要増加地区（長門石町）及び未給水地区

（荒木町、上津町の一部）への配水管整備（17,710ｍ）を行い、

また常に安全な水質を確保するための原水対策として、太郎

原取水場に脱臭装置を設置するとともに浄水処理工程にお

いて発生する汚水の処理を行うため、放光寺浄水場に排水

処理施設等を建設するもので、昭和５０年度末までに３か年

継続事業として、総事業費764,803千円を投じ完成しました。 

 

⑥ 第四次拡張事業 

第三次拡張事業認可後における善導寺町、大橋町との合

併及び市中心部のビルの高層化、下水道の普及、都市開発

など市の形態は著しく変化し、併せて第一次整備事業（昭和

４８年度～５０年度）の管網整備により使用水量は増加の一

途をたどり、既設能力では将来において水不足が懸念され

たため、今後の水源の確保を久留米広域上水道企業団に求

め、昭和５５年度を目標に給水人口 212,000 人、一日最大給

水量116,200㎥として、第四次拡張事業を計画しました。 

事業の概要は、広域水道からの受水施設ならびに善導寺、

大橋地区への給水区域の拡大に伴う配水管布設、水量水圧

不足地区の解消と需要増加地区に対する配水管網の整備を

施行する一方、原水対策施設の建設などを総事業費

1,611,000 千円を投じて昭和５４年度までの５か年継続事業と

して昭和５０年４月工事に着手しました。しかし、新たな給水

区域となった善導寺、大橋町の地域住民による要望を受け、

昭和５２年５月に当初計画を見直し、当該地域に配水管布設

を行いました。 



一方、高良内、藤山地区の高圧給水区域内においては民

間資本により急速に宅地開発が進み、施設の給水能力が限

界に近づいてきたため、上津加圧ポンプ所を建設しました。

また、計画を昭和５５年度までの６か年継続事業に変更し、

総事業費2,115,671千円を投じて拡張工事を終了しました。 

 

⑦ 第二次整備事業 

第四次拡張事業（昭和５０年度～５５年度）の完成によって

給水能力のアップ及び給水区域の拡大を図ることができまし

た。しかし、市民生活の向上や生活環境の整備等による使用

水量が増加する予測であったため、これに対応した確固たる

供給体制の確立を図ることが必要となりました。長期計画に

基づく配水池の造成と 47,867ｍにおよぶ配水管網の整備等

を昭和５６年度から昭和５８年度までの３か年継続事業として、

総事業費1,912,000千円を投じて施行しました。 

 

⑧ 浄水場改築事業 

創設以来５０年にわたって稼働を続けた御井浄水場系統

は、増設・補修等により 40,000 ㎥／日の能力を有していまし

たが、筑後川河床及び流況の変化、さらには経年による施設

の老朽化により水処理能力に不足をきたすようになりまし

た。 

そこで、御井浄水場系統を既存の放光寺浄水場系統に統

合し、近代的設備による集中管理システムを導入するなど、

効率化を図りました。昭和５７年度から昭和６０年度までの４

か年で、継続事業として総事業費 7,577,000千円を投じ、放光

寺浄水場の改築事業を行いました。その結果、第五次拡張事

業における自己水源の開発7,000㎥と合わせて100,000㎥の

供給体制が整いました。 

 

 

 

⑨ 第五次拡張事業 

久留米市総合計画基本構想に基づく３０万都市建設、テク

ノポリスの構築など魅力ある都市づくりのための施策の推進

により、住宅団地、工業団地等の開発が行われると共に、下

水道の整備や市東部及び南部地域の人口増に伴う水需要の

増加が予想されました。このため、新規水源の確保と市全域

にわたる配水形態の確立及び水量、水圧の均等化を図るた

めの管網の構成が必要となり、昭和６３年度を目標に給水人

口 233,400人、一日最大給水量を 126,800㎥とする第五次拡

張事業を計画しました。 

事業の概要は、新規水源として8,600㎥（自己開発7,000㎥,

受水 1,600 ㎥）の確保と藤山配水場、山本配水池の建設及び

配水管網の整備などを行うために、昭和５９年度から平成元

年度までの６か年継続事業として、総事業費4,968,000千円を

投じ拡張工事を施工するものでした。 

藤山配水場（配水池容量16,000㎥）は、昭和６２年９月に完

成し、同１０月１日より藤山系配水区域への給水を開始しまし

た。これに伴い、上津ポンプ所及び高良内ポンプ所を廃止し、

施設の統合を行いました。 

また、昭和６２年４月には宮ノ陣八丁島地区の一部に給水

を開始しました。 

さらに東部地域（山本町、草野町）については、山本配水池

（配水池容量 2,000 ㎥）の築造を行い、昭和６３年１１月２５日

から運転を開始しました。これに伴い、草野ポンプ所及び吉

木・発心両配水池は廃止としました。 

 



⑩ 第三次整備事業 

第五次拡張事業（昭和５９年度～平成元年度）の完成によ

って、給水能力のアップ及び配水形態の確立を図りましたが、

市全域には創設時からの経年的老朽管も多く残り、安定給水

に支障をきたすため平成３年度から５か年継続事業として、

事業費 2,800,000 千円を設定し、老朽管の計画的更新及び配

水管網の整備を行ってきました。 

平成５年度に事業計画の見直しを行い、平成９年までの７

か年間の継続事業としました。最終的には54,578mの配水管

網の整備を 2,760,000千円を投じて行いました。 

 

⑪ 第四次整備事業 

第三次整備事業により老朽管の計画的改良を行いました

が、市内にはまだ非ライニング管の老朽管が残っており、ま

た需要増の予測に基づく計画的な配水管改良の必要性から、

平成１０年度からの３か年の継続事業として第四次整備事業

を実施しました。平成１２年度の事業終了時までに、総事業

費 1,156,000千円を投じて 23,477mの配水管の改良を行いま

した。 

 

⑫ 基幹施設整備事業 

第五次拡張事業では、昭和５９年５月に厚生大臣より、計

画目標年度を昭和６３年、計画給水人口233,400人、計画一日

最大給水量126,800㎥の規模で認可を得ました。 

その後、平成５年には久留米地方拠点都市地域指定を受

け、拠点都市形成のための諸施策が展開されるなかで、久

留米市新総合計画が策定され、水道事業においてもこれら

の施策に併せて給水人口・給水量を変更する必要が生じるこ

ととなりました。 

給水区域については、広川町との行政区域にまたがる南

部流通団地の開発等に伴い一部区域の拡張を行いました。   

また、水源開発（大山ダム開発）については、福岡県南水

道企業団より受水量（35,800㎥/日）を確保しました。 

さらに、安定給水の確保や危機管理対応の向上を図るた

め、配水本管のブロック化、調整池や配水池の築造等、基幹

施設整備を計画しました。 

これらを実施するにあたり、目標年度を平成２６年、計画給

水人口 262,500人、計画一日最大給水量 135,800㎥とする計

画変更認可申請を行い、厚生大臣より平成１２年７月に認可

を受けました。 

 

⑬ 第五次整備事業 

経年配水管改良事業として非ライニング鋳鉄管・鋼管など

の老朽管を改良することにより、水質の保全及び安定供給を

図るため、平成１３年度からの３か年間の継続事業として第

五次整備事業を実施しました。平成１５年度の事業終了まで

に、総事業費 1,472,000千円を投じて 34,228mの配水管の改

良を行いました。 

 

⑭ 第六次整備事業 

第五次整備事業により市内の経年配水管を積極的に改

良しましたが、市内にはまだ非ライニング管が残っており、

更なる水質の保全と安定供給を図るため、平成１６年度か

ら３か年間の継続事業として第六次整備事業を実施しました。

平成１８年度の事業終了時までに、総事業費1,865,000千円を

投じて 34,688mの配水管の改良を行いました。 

 

⑮ 広域合併 

平成１７年２月５日に久留米市、田主丸町、北野町、城島

町、三潴町の一市四町が合併し、城島地区及び三潴地区

の水道事業を久留米市水道事業へ統合しました。 

また、田主丸地区の一部で行っていた簡易水道事業を

引き継ぎました。しかしながら、北野地区は当面、合併前

のとおり三井水道企業団の給水地域としました。水道事業



統合に伴い目標年度を平成２６年度、計画給水人口

293,000 人、計画一日最大給水量 145,800㎥とする水道事業

計画変更届を厚生労働大臣へ提出しました。 

また、城島、三潴両地区の既存配水場を統合し、施設の効

率的運用を図るため、平成１７年度から４か年間の継続事業

として西部配水場整備事業を行いました。平成１７年度途中

から大木町の同事業への参画もあり、久留米市、大木町の

共同施設とし整備しました。西部配水場は平成２０年４月から

稼動し、これにより城島、三潴地区及び大木町へのより安定

的な給水が可能となりました。 

また、同配水場は耐震性を有し、地震災害時には非常時用

水が確保でき、災害対策面での向上が図られています。 

 

⑯ 第六次拡張事業 

水道が未普及である田主丸地区に給水を行うため、目標

年度を平成２９年、計画給水人口286,700人、計画一日最大給

水量 145,800 ㎥とする水道事業計画変更届を厚生労働大臣

へ提出し、平成２０年８月、認可を得ました。平成２０年度以降、

送配水管の布設、簡易水道事業の水道事業への統合を行う

計画です。 

 

⑰ 第七次整備事業 

第六次整備事業により市内の経年配水管を計画的に 

改良しましたが、市内にはまだ非ライニング管が残ってお

り、更なる水質の保全と安定供給を図るため、引き続き  

平成１９年度から３か年間の継続事業として第七次整備  

事業を実施しました。 

平成２１年度の事業終了時までに、総事業費 1,479,000      

千円を投じて 30,100mの配水管の改良を行いました。 

 

 

 

⑱ 第八次整備事業 

第七次整備事業により市内の経年配水管を計画的に 

改良しましたが、市内にはまだ非ライニング管が残ってお

り、更なる水質の保全と安定供給を図るため、引き続き  

平成２２年度から４か年間の継続事業として第八次整備  

事業を実施しました。 

平成２５年度の事業終了時（一部、平成２６年度へ繰越）ま

でに、総事業費 1,029,000千円を投じて 16,600mの配水管の

改良を行いました。 



年度

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

項     目 単位 伸率(%)

行 政 区 域 内 人 口 人 303,233 302,964 302,567 302,333 304,831 0.8

行 政 区 域 内 戸 数 戸 119,352 120,471 121,536 122,568 125,305 2.2

給 水 区 域 内 人 口 (A) 人 285,159 284,910 284,445 284,236 286,665 0.9

給 水 区 域 内 戸 数 戸 113,576 114,613 115,524 116,460 118,983 2.2

給 水 人 口 （ Ｂ ） 人 263,622 263,732 263,897 264,198 266,632 0.9

給 水 戸 数 戸 115,738 116,431 117,158 117,994 119,261 1.1

普 及 率 (B/A) ％ 92.4 92.6 92.8 93.0 93.0 0.0

年 間 配 水 量 (E) ㎥ 28,908,104 29,712,310 29,719,439 28,630,788 27,013,097 △ 5.7

年 間 有 収 水 量 (F) ㎥ 27,133,163 27,656,923 27,500,704 26,612,709 25,058,184 △ 5.8

有 収 率 (F/E) ％ 93.9 93.1 92.5 93.0 92.8 △ 0.2

一 日 最 大 配 水 量 ㎥
85,608 84,041 84,718 83,320 81,472 △ 2.2

(7月) (7月) (9月) (6月) (6月)

一 日 平 均 配 水 量 ㎥ 79,200 81,404 81,423 78,226 74,008 △ 5.4

一人一日最大配水量 ℓ 325 319 321 315 306 △ 2.9

一人一日平均配水量 ℓ 300 309 309 296 278 △ 6.1

導 送 配 水 管 延 長 ｍ 1,217,771 1,223,850 1,236,344 1,247,590 1,252,911 0.4

メ ー タ ー 設 置 個 数 個 119,227 121,028 122,446 123,677 125,161 1.2

公 設 消 火 栓 個 3,238 3,247 3,253 3,261 3,272 0.3

総 収 益 千円 4,587,455 4,585,433 4,616,656 4,632,746 4,433,637 △ 4.3

（ う ち 給 水 収 益 ） 千円 4,470,595 4,474,296 4,498,359 4,395,629 4,308,331 △ 2.0

総 費 用 千円 3,974,383 3,930,143 3,909,044 4,006,268 3,845,638 △ 4.0

純 利 益 千円 613,072 655,290 707,612 626,478 587,999 △ 6.1

職 員 数 人 98 98 95 95 86 △ 9.5

   ①　主要数値の推移

 （２）最近10年間の事業推移



平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

伸率(%) 伸率(%) 伸率(%) 伸率(%) 伸率(%)

305,214 0.1 305,549 0.1 305,993 0.1 306,211 0.1 305,581 △ 0.2

127,031 1.4 128,613 1.2 130,262 1.3 132,122 1.4 133,555 1.1

287,167 0.2 287,568 0.1 287,997 0.1 288,204 0.1 287,666 △ 0.2

120,628 1.4 122,080 1.2 123,593 1.2 125,322 1.4 126,643 1.1

267,677 0.4 270,745 1.1 272,398 0.6 273,615 0.4 275,072 0.5

120,557 1.1 122,088 1.3 123,536 1.2 124,966 1.2 126,592 1.3

93.2 0.2 94.1 1.0 94.6 0.5 94.9 0.3 95.6 0.7

27,769,748 2.8 28,400,471 2.3 28,878,314 1.7 28,661,734 △ 0.7 28,255,582 △ 1.4

24,859,071 △ 0.8 24,589,007 △ 1.1 24,769,977 0.7 24,850,712 0.3 24,994,619 0.6

89.5 △ 3.6 86.6 △ 3.2 85.8 △ 0.9 86.7 1.0 88.5 2.1

84,304 3.5 85,394 1.3 117,223 37.3 86,473 △ 26.2 84,526 △ 2.3

(7月) (9月) (1月) (7月) (7月)

76,082 2.8 77,810 2.3 78,902 1.4 78,525 △ 0.5 77,413 △ 1.4

315 2.9 315 0.0 430 36.5 316 △ 26.5 307 △ 2.8

284 2.2 287 1.1 290 1.0 287 △ 1.0 281 △ 2.1

1,292,792 3.2 1,309,395 1.3 1,332,691 1.8 1,346,483 1.0 1,353,748 0.5

126,553 1.1 127,789 1.0 129,174 1.1 130,267 0.8 131,941 1.3

3,302 0.9 3,329 0.8 3,353 0.7 3,376 0.7 3,392 0.5

4,440,307 0.2 4,506,501 1.5 4,563,548 1.3 4,589,775 0.6 4,623,221 0.7

4,292,192 △ 0.4 4,242,592 △ 1.2 4,274,205 0.7 4,295,881 0.5 4,321,014 0.6

3,815,178 △ 0.8 3,993,675 4.7 3,698,901 △ 7.4 3,810,971 3.0 3,889,723 2.1

625,129 6.3 512,826 △ 18.0 864,647 68.6 778,804 △ 9.9 733,498 △ 5.8

81 △ 5.8 77 △ 4.9 78 1.3 76 △ 2.6 78 2.6



   ②　配水量・給水戸数の推移

③　収益・利益・資産の推移
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 （３）　上水道事業計画

計画給水量

１人１日

平均
給水量

(ℓ)

１人１日

最大
給水量

(ℓ)

１日

最大
給水量

(㎥)

  創 設
　大正14年3月31日
　内務省丘士第28号

昭和 2年 1月
昭和 4年11月

1,798 110 150 15,000 100,000
市内全域並びに三
井郡御井町の一部

   第一次拡張事業
   （導水、浄水、送水配水
    設備）

　昭和29年5月11日
　厚生省福衛第30号

昭和26年 6月
昭和32年10月

191,268 180 250 36,000 144,000
市内一円（小森野、
長門石を除く）並び
に城島水道分水

  第二次拡張事業
  （配水管布設
   75mm～250mm)

　昭和35年10月19日
　厚生省福衛第689号

昭和36年 4月
昭和41年 3月

293,396 220 280 40,000 144,000
市内一円未給水地
区を重点給水。北茂
安、筑邦に分水

  第三次拡張事業
   （導水、浄水、配水設備）

　昭和39年12月21日
　厚生省収環第503号

昭和40年 4月
昭和48年 3月

1,948,425 293 419 93,000 212,000
市行政区域より善導
寺、大橋及び山間部
の一部を除く区域

  第四次拡張事業
   （受水施設、配水管布設
             50mm～500mm)

　昭和50年2月6日
　厚生省環第84号

昭和50年 4月
昭和56年 3月

2,115,671 384 540 116,200 212,000
市行政区域より山間
部の一部を除く区域

  浄水場改築事業
   （導水、浄水、配水施設）

　昭和57年3月31日
　厚生省環第221号

昭和57年 4月
昭和61年 3月

7,577,000 392 534 118,200 219,300
市行政区域より山間
部の一部を除く区域

  第五次拡張事業
   （受水施設、配水施設）

　昭和59年5月8日
　厚生省環第277号

昭和59年 5月
平成 2年 3月

4,968,000 394 539 126,800 233,400
市行政区域より山間
部の一部を除く区域

　平成12年7月27日
　厚生省収生衛第791号

平成12年 9月
平成27年 3月

11,961,180 398 517 135,800 262,500

市行政区域より山間
部の一部を除く区域
及び八女郡広川町
大字藤田の一部

　平成17年1月15日
　事業変更届認可値
　（合併に伴う届出値）

平成12年 9月
平成27年 3月

14,252,420
（383）
（343）

（498）
（464）

（145,800）
（124,700）

（293,000）
（269,000）

市行政区域（田主
丸、北野、三潴の一
部及び山間部の一
部を除く）及び八女
郡広川町大字藤田
の一部

  第六次拡張事業
   （給水区域拡張）

　平成20年8月26日
　事業変更届認可値

平成20年 8月
平成30年 3月

7,767,000 388 509 145,800 286,700

市行政区域（北野、
三潴の一部及び山
間部の一部を除く）、
八女郡広川町大字
藤田の一部及びうき
は市鷹取の一部

給水区域

  施設整備事業
   （基幹施設整備）

事　　業　　名
認可年月日

（届出年月日）
着工年月
竣工年月

総事業費
(千円)

計画給水
人口(人)



（４） 分水の推移 

 

① 城島水道株式会社への分水 

城島水道株式会社は、大正１２年２月、国内でも数少ない

水道株式会社として、酒の醸造用水及び町民の一部を対象と

した飲料水の供給のために、筑後川（三潴町草場）より取水し

給水していました。 

ところが、筑後川の改修工事が計画され、取水口が筑後川

本流から遮断され支流化し取水不能となり、水道用水の確保

が危惧されるため、大正１５年７月内務大臣宛救済を陳情し

ていました。 

この間、久留米市が大正１４年３月布設許可を得て昭和５

年１月から給水を開始したため、久留米市上水道に水源を求

めることになり、内務大臣の許可を得て久留米市境界（現在

の津福今町）より安武村、大善寺村、三潴村を経る配水管布

設工事を行い、１か月10,000㎥の分水の契約を結び、昭和１

１年３月から分水を開始しました。 

昭和４６年８月３１日、城島町が城島水道株式会社の給水

区域を含め水道事業創設許可を得て、会社との協議に基づ

き経営を引き継ぎ、昭和５２年４月から久留米広域上水道企

業団より用水の供給を受け給水を開始するようになりました。

そのため、久留米市は昭和５２年３月３１日をもって４１年間

にわたる城島水道株式会社への分水を中止しました。しかし、

城島町が引き継いだ城島水道株式会社の給水区域の配水管

が古く、城島町の配水管との連結ができないため、久留米市

は城島町と契約を結び減圧を行って分水してきましたが、配

水管網の整備完了に伴い、昭和５２年８月２３日をもって城島

町への分水を中止しました。 

 

② 旧筑邦町（荒木簡易水道）への分水 

筑邦町の荒木簡易水道は、飲料水の確保のため地下水を

水源として昭和３２年４月から荒木及び白口に給水を開始し

ました。また安武簡易水道も地下水を水源として昭和３４年４

月から安武本、武島及び住吉の一部に給水を開始しました。 

その後、両簡易水道とも順調に運営されていましたが、荒

木簡易水道は地域産業の発達や給水人口の増加等により施

設拡張を行うことになったので、この水源として久留米市は

昭和３９年１２月から１日300㎥の分水を開始しました。 

昭和４２年２月１日、旧筑邦町（荒木町、安武町、大善寺町）

は久留米市に編入され、両簡易水道は引き続き簡易水道とし

て運営されることになりましたが、安武簡易水道は地下水源

に鉄分が多いため、上水道からの給水に変更しました。その

後、昭和４３年１１月より荒木簡易水道は上水道へ統合され

ました。 

 

③ 北茂安町への分水 

昭和３３年２月久留米市と筑後川をはさみ対岸にある佐賀

県三養基郡北茂安村は、同北茂安村大字江口並びに大字白

壁、東尾の一部に簡易水道建設を予定し着工しました。当該

地区は水質が悪く、飲用水に適した地下水を得る見込みがな

いため、久留米市上水道に水源を求めることになりました。 

そこで、大石町より豆津橋を経由する配水管布設工事を行

い、昭和３４年４月から１日 218 ㎥の久留米市からの分水を

開始しました。 

一方、昭和５０年４月１日に水道用水供給事業を共同処理

するため北茂安町を含む１３市町村で構成された佐賀東部水

道企業団が発足しました。７町村の水道事業が昭和５６年１

月１０日から佐賀東部水道企業団へ移管統合されたので、北

茂安町への分水契約は同企業団との分水契約に変更されま

した。その後、昭和６０年１月２６日の同企業団の供給開始に

より、久留米市からの分水を中止しました。 

 



④ 広川町への分水 

広川町は、久留米都市圏のベッドタウン化の傾向が見られ、

住宅団地が造成されました。更に広川中核工業団地も造成さ

れたことから、ますます生活基盤整備としての上水供給の要

望が高まりました。 

また、久留米・鳥栖テクノポリス圏域における産業の立地

拠点として位置づけられたことに伴い、企業誘致に必要な条

件として水供給は不可欠であり、この対策として広川町にお

いて簡易水道事業を実施することになりました。その水源と

して久留米市に対し水供給の要請がなされ、昭和５９年２月２

２日に１日 1,000 ㎥の分水契約を締結し、昭和６０年６月１日

から分水を開始しました。平成２年４月１日には１日 3,000 ㎥

に契約を変更しました。 

平成元年１０月１日に広川町は福岡県南広域水道企業団

に加入し、平成５年４月１日からの供給開始により同年３月３

１日、久留米市からの分水を中止しました。 

しかし、久留米市と広川町の行政境における住民への水

道供給を確保するため、平成６年６月２４日に１日最大100㎥

の分水契約を締結し分水を再開しました。 

 

⑤ 三潴町への分水 

三潴町の西牟田地域における出水不良の解消のため、

三潴町の要請に応じて平成１４年１０月１日に１日平均 250

㎥、１日最大1,000㎥の協定を締結し、分水を行っていました。

しかし、平成１７年２年５日の広域合併により水道事業を統合

し、久留米市の給水区域となりました。 

 

⑥ 大木町への分水 

平成１７年２月５日の広域合併により、久留米市の給水

区域となった三潴・城島地区における安定給水を図るため、

老朽化した両地区の既存配水場を統合し、新たに西部配

水場を建設しました。この西部配水場の建設にあたっては

隣接する大木町も建設に参画し、共同配水場として運用を

行っています。このことにより、久留米市及び大木町は福

岡県南広域水道企業団から送水を受けた水の一体的運用

（相互融通）が可能となりました。平成２０年４月の同配水

場の運用開始に伴い久留米市と大木町の間で締結した協

定に基づき、大木町の水需要が一定量を超えるときは、久

留米市から１日最大 2,200 ㎥の分水を行うこととしていま

す。 

 

（５） 広域上水道 

 

① 福岡県南広域水道企業団 

福岡県南広域水道企業団は、福岡県南部いわゆる筑後川

中下流域住民の生活用水の安定確保を図るため、昭和４５年

１０月設立された「久留米広域市町村圏事務組合」の中で生

活環境施設の根幹事業として検討され、昭和４６年１０月３０

日福岡県知事の許可を得て久留米市、大川市、筑後市、北野

町、城島町、大木町、三潴町の３市４町により「久留米広域上

水道企業団」として設立されました。昭和４８年３月３０日には

柳川市が加入し、同年３月３１日に厚生大臣より「久留米広域

上水道用水供給事業」が認可され昭和５１年６月１日に久留

米市水道からの分水により、久留米市、城島町を除く３市３町

に臨時給水を開始しました。 

 翌、昭和５２年４月１日には、既加入の北野町が小郡市、大

刀洗町と共に「三井水道企業団」を設立し加入しました。久留

米広域上水道企業団は同年６月１日、筑後川からの取水によ

る本格的供給を開始しました。 

さらに、昭和５８年１月１９日には、数年来加入要望の強か

った大牟田市、大和町、高田町、平成元年１０月１日には八女

市、広川町、立花町が加入し、構成団体は６市７町１企業団と

なりました。これら加入団体の増加に伴い、平成元年１０月１

日をもって名称を「福岡県南広域水道企業団」と変更し運営を

行っています。 

福岡県南広域水道企業団の水源は、江川ダム、寺内ダム、

合所ダム、筑後大堰および大山ダムであり、供給能力 

157,640㎥／日を有しています。 

 



（イ）第一期拡張事業 

第一期拡張事業は、大牟田系送水施設、藤山系送水施設、

新規水配分等に伴う施設の拡充を目的として昭和５８年度か

ら昭和６２年度までの５か年の継続事業として総事業費

9,779,657千円で行いました。これにより大牟田系送水施設に

ついては、昭和６１年７月１日から大牟田市、大和町、高田町

へ送水を開始しました。藤山系送水施設は、昭和６２年１０月

１日より送水を開始しました。 

 

（ロ）第二期拡張事業 

第二期拡張事業は、既存団体における今後の新規水源確

保、新規加入１市２町（八女市・広川町・立花町）の水源確保

及び新規加入に伴う給水対象地域の拡大と新規水源の確保

に対する施設整備を目的に、平成元年度から平成２１年度ま

での２１か年継続事業として総事業費 36,891,000 千円をかけ

施工を行っていました。しかし、甘木市と筑前町の加入に伴

い平成１７年３月２５日に厚生労働大臣の認可を受け、一日

最大供給量157,640㎥／日、総事業費41,416,000千円に変更

しています。 

 

【施設の概要】 

○東櫛原取水場取水口及び第二導水管の新設 

○八女水源施設 

○大刀洗水源施設 

○荒木浄水場浄水施設の増設 

○大牟田系連絡管及び高田調整池 

○藤山系藤山調整池及び八女系送水管 

○朝倉系及び甘木山系送水管 

●水利権 

江川ダム・寺内ダム 67,140㎥／日 

合所ダム        13,140㎥／日 

筑後大堰        13,500㎥／日 

大山ダム        61,080㎥／日 

地下水         2,780㎥／日 

計       157,640㎥／日 

 

●供給能力 

現在供給能力 157,640㎥／日 

計画供給能力 157,640㎥／日 

 

受 水 団 体 
一日最大供給量 

ｍ３/日 

久 留 米 市 46,000 

大 川 市 16,300 

筑 後 市 8,500 

柳 川 市 24,200 

大 牟 田 市 21,500 

八 女 市 7,900 

朝 倉 市 2,100 

み や ま 市 4,000 

大 木 町 3,500 

広 川 町 4,300 

筑 前 町 5,140 

三 井 水 道 企 業 団 17,000 

計 160,440 

※供給能力との差 2,800㎥は、柳川市（旧大和町）のノリ養殖 

最盛期において、他団体から融通して使用するもの。 

 

② 筑後地域広域的水道整備計画 

水道事業が直面している水源の確保、料金格差是正、水

質管理等の問題を広域的、計画的な水道整備により解決を

図るために、昭和５２年６月水道法が改正され、新たに広域

的水道整備計画についての規定が設けられました。 

すなわち、都道府県知事、関係地方公共団体の要請により、

水道の広域的な整備に関する基本計画を定め、この計画を

軸として水道行政の広域化を推進することになりました。 

福岡県では、県内を、北九州地域、福岡地域、筑豊地域、

筑後地域、の４ブロックに区分した広域生活圏を単位として

計画が進められ、まず、福岡地域について昭和５６年３月に

「福岡地域広域的水道整備計画」が策定され、筑後地域にお

いては、本市を含む７市１６町１村を計画区域とする「筑後地

域広域的水道整備計画」が昭和５８年２月に策定されました。 

この計画は、福岡県南広域水道企業団を核として、水道の

広域的な整備を計画的に推進し、筑後地域における安全で

安定的な給水の確保を図るものです。 

平成１４年１２月に水道整備の効率性、自然的・経済的な一

体性等の面で筑後地域として広域的な水道整備を行うことが

合理的であると考えられることから、甘木・朝倉地区を含めた

一日最大供給量内訳 



筑後地区３１市町村を対象として新たに策定されました。 

○計画区域（８市２０町３村）  

久留米市、大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、 

小郡市、甘木市、杷木町、朝倉町、三輪町、夜須町、 

小石原村、宝珠山村、吉井町、田主丸町、浮羽町、 

北野町、大刀洗町、城島町、大木町、三潴町、黒木町、 

立花町、広川町、矢部村、瀬高町、大和町、三橋町、 

山川町、高田町  ※策定時の市町村名で記載しています 

○計画期間 平成１４年度から平成３２年度まで 

○需要水量と供給水量（平成３２年度の見通し） 

   給水人口 841千人 

   １日最大需要水量 367千㎥／日 

   供給（見込）水量 331千㎥／日 

   不足水量 36千㎥／日 

供給水源については、小石原川ダムにより 56千㎥／日の

開発が予定されており、平成３２年度の供給水量は、386 千

㎥／日になると見込まれ、需要水量に対する供給水量を確

保できる見通しです。  

 

（６） 公益社団法人日本水道協会 

 

社団法人日本水道協会は、水道の普及とその健全な発達

を図ることを目的とし、上水協議会を前身として昭和７年５月

１２日に内務省の許可を得て設立され、昭和３１年に社団法

人日本水道協会と改称し、平成２５年には公益社団法人日本

水道協会へ移行されました。 

水道事業者等による正会員（1,359会員）、水道についての

学識経験者等による特別会員（388会員）、水道事業に密接に

関係がある者による賛助会員（576会員）及び名誉会員（6会

員）で組織されています。（平成２９年１２月現在） 

その主な事業は次のとおりです。 

・水道についての諸般の調査研究 

・水道用品の規格についての調査研究 

・委託による水道用品の検査 

・政府その他に請願、建議等をする 

・機関雑誌その他水道の参考図書を刊行 


